
49 

 

Ⅷ 資料（関係条例、規則、要綱等） 

１  瀬戸市クリーンセンター条例  

昭和 35 年  3 月 24 日  

条例第 10 号  

昭 62 条例 24・題名改称  

(趣旨 ) 

第 1 条  この条例は、クリーンセンターの設置及び管理に関し必要な事項を定める

ものとする。  

(昭 62 条例 24・一部改正 ) 

(設置等 ) 

第 2 条  本市にクリーンセンターを設置し、その名称及び位置は、次に掲げるとお

りとする。  

(1) 名称  瀬戸市クリーンセンター  

(2) 位置  瀬戸市西山路町 1 番地  

(昭 62 条例 24・全改 ) 

(最大処理量 ) 

第 3 条  瀬戸市クリーンセンターのし尿処理施設 (以下「処理施設」という。 )にお

いて処理するし尿及び浄化槽に係る汚泥等 (以下「浄化槽汚泥等」という。 )の最

大量は、 1 日につき 125 キロリットルとする。  

(昭 41 条例 30・昭 53 条例 14・昭 60 条例 23・昭 62 条例 24・平 24 条例 30・一部

改正 ) 

(使用許可 ) 

第 4 条  処理施設を使用することができる者は、次に掲げる条件を具備し、かつ、

市長の許可を受けた者でなければならない。  

(1) 一般廃棄物収集運搬業又は浄化槽清掃業の許可を受けた者であること。  

(2) し尿及び浄化槽汚泥等の搬入は、タンク車によって行うこと。  

2 市長は、前項の許可をする場合は、前条の最大処理量の範囲内において行わなけ

ればならない。  

3 市長は、処理施設の管理上必要があると認めるときは、第 1 項の許可に条件を付

することができる。  

(昭 47 条例 9・昭 53 条例 14・昭 60 条例 23・昭 62 条例 24・平 5 条例 32・一部改

正 ) 

(使用制限 ) 

第 5 条  市長は、処理施設の処理機能に支障があると認めるときは、処理施設の使

用を制限することができる。  

(昭 48 条例 41・全改、昭 62 条例 24・一部改正 ) 

(技術管理者の資格 ) 

第 6 条  廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和 45 年法律第 137 号 )第 21 条第 3

項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。  

(1) 技術士法 (昭和 58 年法律第 25 号 )第 2 条第 1 項に規定する技術士 (化学部門、

上下水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。 ) 

(2) 技術士法第 2 条第 1 項に規定する技術士 (前号に該当する者を除く。)であつ

て、 1 年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの  

(3) 2 年以上廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 20 条に規定する環境衛生指

導員の職にあつた者  



50 

 

(4) 学校教育法 (昭和 22 年法律第 26 号 )に基づく大学 (短期大学を除く。次号に

おいて同じ。 )又は旧大学令 (大正 7 年勅令第 388 号 )に基づく大学の理学、薬学、

工学若しくは農学の課程において衛生工学 (旧大学令に基づく大学にあつては、土

木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、

2 年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者  

(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農

学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科

目以外の科目を修めて卒業した後、3 年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に

従事した経験を有する者  

(6) 学校教育法に基づく短期大学（同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。）

若しくは高等専門学校又は旧専門学校令 (明治 36 年勅令第 61 号 )に基づく専門学

校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学 (旧

専門学校令に基づく専門学校にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しく

は化学工学に関する科目を修めて卒業した（同法に基づく専門職大学の前期課程

を修了した場合を含む。）後、4 年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事

した経験を有する者  

(7) 学校教育法に基づく短期大学（同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。）

若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、

農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する

科目以外の科目を修めて卒業した（同法に基づく専門職大学の前期課程を修了し

た場合を含む。）後、5 年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験

を有する者  

(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令 (昭和

18 年勅令第 36 号 )に基づく中等学校において土木科、化学科若しくはこれらに相

当する学科を修めて卒業した後、6 年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従

事した経験を有する者  

(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基

づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する

科目を修めて卒業した後、7 年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した

経験を有する者  

(10) 10 年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者  

(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者  

(平 24 条例 30・追加 ) 

(委任 ) 

第 7 条  この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。  

(昭 62 条例 24・全改 ) 

附  則  

この条例は、昭和 35 年 4 月 1 日から施行する。  

＜省略＞  

この条例は、平成 31 年 4 月 1 日から施行する。  
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２ 瀬戸市クリーンセンター条例施行規則 

昭和63年3月31日 

規則第3号 

 （趣旨） 

第1条 この規則は、瀬戸市クリーンセンター条例（昭和35年瀬戸市条例第10号。以下「条例」

という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （し尿等の投入受付時間） 

第2条 瀬戸市クリーンセンターのし尿処理施設（以下「処理施設」という。）におけるし尿及

び浄化槽に係る汚泥等の投入受付時間は、午前8時30分から午後4時までとする。ただし、

土曜日は、午前8時30分から正午までとする。 

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、同項の投入受付時間を

変更することができる。 

 （休業日） 

第3条 処理施設の休業日は、次に掲げるとおりとする。 

 (1) 日曜日 

 (2) 国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第 178号）に規定する休日 

 (3) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで 

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、同項の休業日を変更し、

又は臨時に休業することができる。 

 （使用の許可の申請） 

第4条 条例第4条第1項の規定による許可を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、

瀬戸市クリーンセンターし尿処理施設使用許可申請書（第1号様式）に次に掲げる書類を添

付しこれを市長に提出しなければならない。 

 (1) 年間投入量を月別に明記した計画書 

 (2) 100人槽以上の浄化槽の年間清掃予定表 

 (3) 搬入に使用するタンク車の種類、積載容量及び自動車登録番号を記載した車両明細書 

 （使用の許可期間） 

第5条 処理施設の使用の許可期間は、2年とする。ただし、市長は、特に必要があると認めると

きは、当該許可期間を短縮することができる。 

 （平16規則１・一部改正） 

 （使用の許可の通知） 

第6条 市長は、処理施設の使用を許可したときは、瀬戸市クリーンセンターし尿処理施設使用

許可通知書（第2号様式。以下「許可通知書」という。）により、当該申請者にその旨を通

知するものとする。 

 （変更等の届出） 

第7条 処理施設の使用を許可された者（以下「許可業者」という。）は、許可通知書及び第4
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条各号に掲げる書類の記載事項に変更があったときは、速やかに瀬戸市クリーンセンター

し尿処理施設使用許可事項等変更届（第3号様式）を市長に提出しなければならない。 

2 許可業者は、処理施設の使用を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ瀬戸市ク

リーンセンターし尿処理施設使用廃止（休止）届（第4号様式）を市長に提出しなければな

らない。 

   附 則 

 （施行期日） 

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。  

（経過措置） 

2 この規則の施行前に改正前の瀬戸市赤津処理場管理規則の規定によってなされた処理施設

の使用の許可の申請は、この規則の相当規定によってなされた処理施設の使用の許可の申請と

みなす。 

  附 則（平成16年3月1日規則第１号） 

 （施行期日） 

 1 この規則は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

 2 改正後の瀬戸市クリーンセンター条例施行規則第5条の規定は、平成16年4月1日以後の処

理施設の使用に係る許可から適用し、同日前の処理施設の使用に係る許可について

は、なお従前の例による。  
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３  瀬戸市廃棄物の処理及び清掃に関する条例  

昭和 47 年 3 月 31 日  

条例第 9 号  

(昭 52 条例 32・題名改称 ) 

 (趣旨) 

第 1条 この条例は、法令に定めるもののほか、廃棄物の処理及び清掃に関し、必要な事項を定め

るものとする。 

 (定義) 

第 1条の 2 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45年法律

第 137号。以下「法」という。)の例による。 

2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(1) 事業系ごみ 事業活動に伴って生じた一般廃棄物をいう。 

(2) 家庭系ごみ 事業系ごみ以外の一般廃棄物(し尿を除く。)をいう。 

(3) 粗大ごみ 家庭系ごみのうち、その大きさが第 4条の 3第 1項に規定するごみ袋に入らな

いものであって、規則で定めるものをいう。 

(4) 資源物 家庭系ごみのうち、第 3条の計画に定める資源物をいう。 

 (事業者の責務) 

第 2条 事業者は、事業系ごみを自らの責任において適正に処理しなければならない。 

 (一般廃棄物の処理計画) 

第 3条 市長は、法第 6条第 1項の規定により一般廃棄物の処理について、一定の計画を定め、毎

年度の初めに告示する。 

2 前項の計画に重要な変更を生じた場合には、その都度告示する。 

 (市民の協力義務) 

第 4条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、廃棄物の

排出を抑制し、再生利用を図り、及び廃棄物を必ず分別して排出するほか、廃棄物の減量及び適

正な処理に関し市の施策に協力しなければならない。 

 (事業系ごみの排出) 

第 4条の 2 事業者は、事業系ごみを生活環境の保全上支障が生じないよう自ら運搬し、若しくは

処分し、又は法第 7条第 1項に規定する許可を受けた者に運搬させなければならない。 

 (家庭系ごみの排出) 

第 4条の 3 市長は、家庭系ごみの排出の袋として、燃えるごみ及び燃えないごみについてはごみ

袋を、資源物のうちプラスチック製容器包装、古布及びミックスペーパー(新聞紙、雑誌類、紙

パック、段ボール及び汚れた紙類を除く紙類をいう。以下同じ。)については、資源回収袋を指

定するものとする。 

2 土地又は建物の占有者は、家庭系ごみ(粗大ごみを除く。)の排出の際、燃えるごみ及び燃えな

いごみについては、それぞれを分別して前項のごみ袋(以下「市指定袋」という。)により、資源
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物のうちプラスチック製容器包装、古布及びミックスペーパーについては、それぞれを分別して

前項の資源回収袋により排出しなければならない。 

3 土地又は建物の占有者は、粗大ごみの排出の際には、排出しようとする粗大ごみに粗大ごみ処

理券を貼付し、排出しなければならない。 

 (収集又は運搬の禁止等) 

第 4条の 4 第 3条に規定する計画で定める所定の場所に置かれた家庭系ごみは、市長及び市長が

指定する者以外の者が収集し、又は運搬してはならない。 

2 市長は、前項の規定に違反して、収集し、又は運搬した者に対し、これらの行為を行わないよ

う命ずることができる。 

 (臨時収集の届出) 

第 5条 土地又は建物の占有者が、臨時に一般廃棄物(し尿に限る。)の収集を受けようとするとき

は、市長に届け出なければならない。 

 (一般廃棄物の自己処理) 

第 6条 土地又は建物の占有者で、その土地又は建物内の一般廃棄物を自ら処理する者は、その一

般廃棄物を法第 6条の 2第 2項及び第 3項に定める基準に準じて、処理しなければならない。 

 (多量の一般廃棄物) 

第 7条 法第 6条の 2第 5項の規定により、市長が指示することができる多量の事業系ごみ(し尿

等を除く。)は、その事業系ごみの 1日平均排出量が 20キログラム以上又は一時的排出量が 100キ

ログラム以上のものとする。 

 (一般廃棄物処理手数料) 

第 8条 市長は、一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関し、土地又は建物の占有者から、一般廃棄

物処理手数料(以下「処理手数料」という。)を徴収する。 

2 処理手数料の種類、区分及び金額は、別表のとおりとする。 

3 処理手数料を徴収する基礎となる数量は、市長の認定するところによる。 

4 前項に規定するもののほか、処理手数料の徴収方法については、市長が定める。 

第 9条及び第 10条 削除 

 (一般廃棄物収集運搬業等許可申請手数料) 

第 11条 法第 7条第 1項の規定による一般廃棄物収集運搬業若しくは同条第 4項の規定による一

般廃棄物処分業又は浄化槽法(昭和 58年法律第 43号)第 35条第 1項の規定による浄化槽清掃業の

許可を受けようとする者は、申請の際、次の区分による手数料(以下「許可申請手数料」という。)

を納入しなければならない。 

(1) 一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料 1件につき 6,000円 

(2) 一般廃棄物処分業許可申請手数料 1件につき 6,000円 

(3) 浄化槽清掃業許可申請手数料 1件につき 6,000円 

 (手数料の還付) 

第 12条 既に納付した処理手数料及び許可申請手数料は還付しない。ただし、市長は、特に必要

があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。 
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 (手数料の減免) 

第 13条 市長は、特に必要があると認めるときは、処理手数料を減免することができる。 

 (環境衛生巡視員) 

第 14条 市長は、一般廃棄物の処理に関する指導の職務並びに法第 19条第 1項(産業廃棄物に関

する部分を除く。)及び浄化槽法第 53条第 2項の規定による立入検査を行わせるため、環境衛生

巡視員を置く。 

2 前項の環境衛生巡視員は、職員のうちから市長が任命する。 

 (環境衛生審議会) 

第 15条 市長の諮問に応じ、廃棄物の処理及び清掃業務に関する重要事項を調査審議するため、

瀬戸市環境衛生審議会を置く。 

2 瀬戸市環境衛生審議会の所掌事務、組織、委員の任命その他の事項については、規則で定める。 

 (委任) 

第 16条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。 

附 則抄 

1 この条例は、昭和 47年 7月 1日から施行する。 

2 瀬戸市清掃条例(昭和 29年瀬戸市条例第 19号)およびアス、窯くず等の処理に関する条例(昭和

28年瀬戸市条例第 13号)は、廃止する。 

附 則(昭和 48年 12月 25日条例第 40号) 

＜省略＞ 

（施行期日) 

1 この条例は、令和 4年 10月 1日から施行する。 

（準備行為） 

2 この条例による改正後の瀬戸市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(以下「新条例」という。)

の規定による市指定袋及び資源回収袋の作成その他の準備行為は、この条例の施行前においても行

うことができる。 

（経過措置） 

3 この条例による新条例別表の規定は、別表の改正規定の施行の日以後に市長が収集する一般廃

棄物に係る手数料に適用し、同日前に市長が収集した一般廃棄物に係る手数料については、なお従

前の例による。 

（手数料の徴収） 

4 前項の規定により別表の改正規定の施行の日以後に市長が収集する一般廃棄物(燃えるごみ及

び燃えないごみに限る。)に係る手数料ついては、当該施行の日前においても新条例別表に規定す

る手数料を徴収することができる。 
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別表(第8条関係) 

(平5条例31・全改、平9条例5・平22条例33・平25条例21・令元条例3・一部改正) 

種類 区分 金額 

し尿 定額制 1人につき月額 440円 

1世帯につき月額 314円 

従量制 20リットルにつき 225円 

臨時 1回につき 655円 

粗大ごみ   1個につき 840円 

 

備考 手数料を算出する基礎となる数量が 20リットル未満のとき、又はその総量に 20リットル未

満の端数があるときは、その数量を 20リットルとして計算する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

４  瀬戸市廃棄物の処理及び清掃に関する規則  

昭和 47 年 6 月 2 日  

規則第 15 号  

(昭 51 規則 26・題名改称 ) 

(趣旨) 

第 1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45年法律第 137号。以下「法」と

いう。)、浄化槽法(昭和 58年法律第 43号)及び瀬戸市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和 47

年瀬戸市条例第 9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

(昭 53規則 4・昭 60規則 22・一部改正) 

(事業者の責務) 

第 2条 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物の再生利用等を行なうことによりその減量

に努めなければならない。 

2 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物について、自ら処理しがたい場合においても、

共同による処理に努めなければならない。 

第 3条 削除 

(平 22規則 35) 

(し尿処理の申込み) 

第 3 条の 2 し尿の処理を受けようとする者は、し尿処理申込書(第 1 号様式の 2)を市長に提出し

なければならない。 

2 前項の申込書を提出した者がその記載事項に変更が生じたときは、直ちに、し尿処理変更届(第

1号様式の 3)を市長に提出しなければならない。 

3 第 1 項の申込書を提出した者がし尿の処理を受ける必要がなくなつたときは、直ちに、し尿処

理廃止届(第 1号様式の 4)を市長に提出しなければならない。 

(昭 49規則 17・追加、昭 53規則 4・一部改正) 

(臨時収集) 

第 4 条 条例第 5 条に規定する「臨時に一般廃棄物(し尿に限る。)の収集」(以下「臨時収集」と

いう。)とは、第 10条の 2第 1項第 1号に規定する定額制(以下「定額制」という。)によりし尿の

処理を受けている場合であつて、当該一般廃棄物の処理計画による定期収集(以下「定期収集」と

いう。)以外のし尿の収集をいう。 

2 臨時収集の届出は、一般廃棄物(し尿)臨時収集届(第 2号様式)による。 

3 前項の届出は、収集を受けようとする日の 3日前までに行わなければならない。 

(昭 49規則 17・昭 51規則 26・昭 53規則 4・平 5規則 29・一部改正) 

(粗大ごみ) 

第 4 条の 2 条例第 4 条の市長が規則で定める粗大ごみ(以下「粗大ごみ」という。)は、その大き

さが瀬戸市指定のごみ袋に入らないものであつて、別表第 1に掲げるものとする。ただし、破砕不

適物類については、その大きさによらない。 

(平 22規則 35・追加、平 27規則 22・平 29規則 16・一部改正) 
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(粗大ごみ処理の申込み) 

第 4条の 3 粗大ごみを排出しようとする者(以下「排出者」という。)は、品名、数量、収集場所、

その他必要な事項を、市長が別に定める粗大ごみの収集日の 7日前までに市長に申し出なければな

らない。 

2 市長は、前項の規定により申出を受けたときは、排出者に対し、粗大ごみの処理上必要な指示

をすることができる。 

(平 22規則 35・追加) 

(多量の一般廃棄物の量の認定) 

第 5条 条例第 7条に規定する多量の一般廃棄物の量の認定は、市長が行うものとする。 

(平 19規則 30・全改) 

第 6条から第 9条まで 削除 

(平 22規則 35) 

(一般廃棄物処理手数料等の徴収方法) 

第 10条 条例第 8条の一般廃棄物処理手数料(以下「処理手数料」という。)及び条例第 11条に規

定する許可申請手数料(以下「許可申請手数料」という。)の徴収方法は、次条から第 10 条の 7 ま

でに定めるところによるもののほか次に定めるところによる。ただし、特別の理由があるときは、

この限りでない。 

(1) 処理手数料のうちし尿の臨時の処理手数料及び許可申請手数料は、その都度徴収する。 

(2) 処理手数料のうち粗大ごみの処理手数料は、粗大ごみ処理券を交付する都度徴収する。 

(昭 49規則 17・平 5規則 29・平 22規則 35・一部改正) 

第 10条の 2 処理手数料のうちし尿に係る手数料(前条第 1号に規定する臨時の処理手数料を除く。

以下「し尿処理手数料」という。)の徴収方法は、次に掲げる区分による。 

(1) 定額制 出生、死亡、転入、転出等のほか人員の異動がなく、し尿の定期収集を行うことが

できる世帯及びこれに類するもの 

(2) 従量制 前号に定める以外のもの 

2 前項第 1号の規定にかかわらず、次に掲げるものは、従量制とすることができる。 

(1) 便槽の構造上、消毒液、洗浄水等を使用する必要があるもの 

(2) 便槽の構造上又は管理が不十分であるため、雨水、地下水等が浸入するもの 

(3) その他市長が従量制とするに適当と認めたもの 

(昭 49規則 17・追加、昭 53規則 4・平 5規則 29・平 22規則 35・一部改正) 

第 10条の 3 し尿処理手数料は、毎年、次の 6期に分けて徴収し、その納期は、次のとおりとする。

ただし、市長が必要があると認めた場合は、この限りでない。 

 

期別  
対象となる月  

納期  
定額制  従量制  

1 4 月・ 5 月  2 月・ 3 月   4 月 21 日  ～  5 月 10 日  
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2 6 月・ 7 月  4 月・ 5 月   6 月 21 日  ～  7 月 10 日  

３  8 月・ 9 月  6 月・ 7 月   8 月 21 日  ～  9 月 10 日  

4  10 月・ 11 月  8 月・ 9 月    10 月 21 日  ～  11 月 10 日  

5 12 月・ 1 月  10 月・ 11 月    12 月 21 日  ～   1 月 10 日  

6 2 月・ 3 月  12 月・ 1 月     2 月 21 日  ～   3 月 10 日  

 

2 前項に規定する納期の末日が銀行法施行令（昭和 57 年政令第 40 号）第 5 条第 1 項第 3 号に規

定する日となるときは、前項の規定にかかわらず、同項に規定する納期の末日の翌々日をその納期

の末日とする。 

（昭 49規則 17・追加、昭 53規則 4・昭 58規則 7・一部改正） 

第 10 条の 4 定額制によるし尿処理手数料（以下「定額制し尿処理手数料」という。）を徴収する

場合において、その算定の基礎となる人員及び世帯の認定の基準日は、次のとおりとする。 

 

期別  基準日  

1   4 月 1 日  

2   6 月 1 日  

3   8 月 1 日  

4    10 月 1 日  

5    12 月 1 日  

6   2 月 1 日  

 

2 前項の基準日の中途において、定期収集によるし尿処理を受けることとなつた場合にあつては、

前項の規定にかかわらず第 3条の 2第 1項に規定するし尿処理申込書の提出のあつた日を人員及び

世帯の認定の基準日とする。 

（昭 49規則 17・追加、昭 53規則 4・一部改正） 

第 10条の 5 前条第 1項に規定する基準日の中途において、定期収集によるし尿処理を受けること

となつた者については、その処理を受けた日の属する月の定額制し尿処理手数料から徴収する。 

2 前条に規定する基準日の中途において、第 3 条の 2 第 2 項の規定によるし尿処理変更届又はし

尿処理廃止届の提出があつた場合は、その提出のあつた日の属する期（第 10 条の 3 に規定する期

をいう。以下同じ。）の次の期に係る定額制し尿処理手数料から更正する。ただし、市長が特別の

理由があると認めた場合は、この限りでない。 

（昭 49規則 17・追加、昭 53規則 4・一部改正） 

第 10条の 6 し尿処理手数料は、集金の方法によつて徴収することができる。 

2 し尿処理手数料を集金する職員は、身分証明書（第 7号様式の 2）を携帯し、関係人の請求があ
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つたときは、これを提示しなければならない。 

（昭 49規則 17・追加、昭 53規則 4・平 5規則 13・一部改正） 

（納入通知書の特例） 

第 10条の 7 し尿処理手数料の納入通知書は、市長が別に定める。 

（昭 49規則 17・追加、昭 53規則 4・平 20規則 22・一部改正） 

（し尿くみ取標） 

第 10条の 8 市長は、し尿の処理を受ける者に、し尿くみ取標（第 7号様式の 4）を交付するもの

とする。 

2 前項のし尿くみ取標は、汲取口付近の見やすい箇所に提示しておかなければならない。 

（昭 49規則 17・追加、昭 53規則 4・一部改正） 

（粗大ごみ処理券） 

第 10条の 9 汚損し、又は破損した粗大ごみ処理券は無効とする。ただし、市長は特に必要がある

と認めるときは、粗大ごみ処理券を再交付することができる。 

（手数料等の減免の理由及び申請） 

第 11条 条例第 13条の特に必要があると認めるときは、次のいずれかに該当するときとする。 

（1） 天災等の災害を受けたとき。 

（2） 生活保護法（昭和 25年法律第 144号）の規定により保護を受けているとき。 

（3） その他市長が必要と認めたとき。 

2 条例第 13条の減免を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料減免申請書（第 8号様式）に

よつて、市長に申請しなければならない。 

（一般廃棄物収集運搬業等の許可申請） 

第 12 条 法第 7 条第 1 項の規定による一般廃棄物収集運搬業若しくは同条第 6 項の規定による一

般廃棄物処分業又は浄化槽法第 35 条第 1 項の規定による浄化槽清掃業の許可を受けようとする者

は、一般廃棄物収集運搬業許可申請書（第 9 号様式）若しくは一般廃棄物処分業許可申請書（第 9

号様式の 2）又は浄化槽清掃業許可申請書（第 10号様式）に別表第 2に掲げる書類を添付して、市

長に提出しなければならない。 

（昭 60規則 22・平 5規則 13・一部改正） 

（一般廃棄物収集運搬業許可証等の交付） 

第 13 条 前条の申請を許可した場合は、一般廃棄物収集運搬業にあつては一般廃棄物収集運搬業

許可証（第 11号様式）を、一般廃棄物処分業にあつては一般廃棄物処分業許可証（第 11号様式の

2）を、浄化槽清掃業にあつては浄化槽清掃業許可証（第 12号様式）を交付するものとする。 

2 前項の許可証の許可期間は、2年とする。 

3 許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。 

4 第 1項の規定により許可を受けた者（以下「許可業者」という。）が、許可証を亡失し、又は損

傷したときは、速やかに市長に再交付を申請しなければならない。 

（昭 60規則 22・平元規則 9・平 5規則 13・平 10規則 8・一部改正） 

（変更届等の提出） 
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第 14 条 許可業者は、一般廃棄物収集運搬業許可申請書若しくは一般廃棄物処分業許可申請書又

は浄化槽清掃業許可申請書に記載した事項に変更が生じたときは、速やかに変更届（第 13号様式）

を市長に提出しなければならない。 

2 許可業者は、その業務の全部又は一部を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ業

務廃止（休止）届（第 14号様式）を市長に提出しなければならない。 

（昭 60規則 22・平 5規則 13・一部改正） 

（実績報告書の提出） 

第 15条 許可業者は、次表により、実績報告書を市長に提出しなければならない。 

 

区分  報告内容  報告書の名称  期限  

一般廃棄物の収集

運搬を業とする者  

四半期ごとの

実績  

一般廃棄物収集運搬業務実

績報告書 (第 15 号様式 ) 

報告内容の最終月の

翌月の 10 日  

一般廃棄物の処分

を業とする者  

四半期ごとの

実績  

一般廃棄物処分業務実績報

告書 (第 15 号様式の 2) 

報告内容の最終月の

翌月の 10 日  

浄化槽の清掃を業

とする者  

1 箇月ごとの

実績  

浄化槽清掃業務実績報告書

(第 16 号様式 ) 

翌月の 5 日  

 

（昭 60規則 22・平 5規則 13・一部改正） 

（許可証の返納） 

第 16 条 許可業者は、許可証の有効期間が満了したとき、または許可を取り消されたときは、直

ちに許可証を市長に返納しなければならない。 

2 許可業者が、業務の停止を命ぜられたとき、または業務の全部を休止したときは、その期間中

許可証を市長に返納しなければならない。 

（環境衛生巡視員身分証明書） 

第 17 条 条例第 14 条に規定する環境衛生巡視員は、環境衛生巡視員身分証明書（第 17 号様式）

を携帯し、関係人から請求があつたときは、これを提示しなければならない。 

（平 5規則 29・追加） 

 

附 則 

1 この規則は、昭和 47年 7月 1日から施行する。 

2 瀬戸市清掃規則（昭和 30年瀬戸市規則第 9号）およびアス、窯くず等の処理に関する規則（昭

和 28年瀬戸市規則第 7号）は、廃止する。 

＜省略＞ 

附 則(平成 29年 3月 31日規則第 16号) 

この規則は、平成 29年 4月 1日から施行する。 

 

 

javascript:void%20fnOwnLink(1437,'i5060364041704011.html','Y21')
javascript:void%20fnOwnLink(1437,'i5060364041704011.html','Y22')
javascript:void%20fnOwnLink(1437,'i5060364041704011.html','Y23')
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５  瀬戸市環境衛生審議会規則  

昭和 47 年 8 月 30 日  

規則第 22 号  

(趣旨 ) 

第 1 条  この規則は、瀬戸市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 (昭和 47 年瀬戸市

条例第 9 号 )第 15 条の規定に基づき、瀬戸市環境衛生審議会 (以下「審議会」とい

う。 )の所掌事務、組織、委員の任命その他の事項について定めるものとする。  

(所掌事務 ) 

第 2 条  審議会は、市長の諮問に応じて、市の廃棄物の処理及び清掃業務に関する

重要事項を調査審議する。  

(組織 ) 

第 3 条  審議会は、委員 10 人以内で組織する。  

(昭 52 規則 14・一部改正 ) 

(委員 ) 

第 4 条  委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。  

(1) 学識経験を有する者   2 人以内  

(2) 自治会の役員      3 人以内  

(3) 各種団体の役員     3 人以内  

(4) 前各号に定めるもののほか、特に市長が必要と認めた者  

(平 8 規則 7・全改 ) 

(委員の任期 ) 

第 5 条  委員の任期は、 1 年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員

の任期は、前任者の残任期間とする。  

2 委員は、再任することができる。  

(平 8 規則 7・全改 ) 

(会長及び副会長 ) 

第 6 条  審議会に、会長及び副会長 1 人を置き、それぞれ委員の互選によつて定め

る。  

2 会長は、会務を総理する。  

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、そ

の職務を代理する。  

(平 8 規則 7・一部改正 ) 

 

(会議 ) 

第 7 条  審議会の会議 (以下「会議」という。 )は、会長が招集し、議長となる。  

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。  
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3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の

決するところによる。  

(庶務 ) 

第 8 条  審議会の庶務は、市民生活部環境課において処理する。  

(昭 50 規則 3・昭 54 規則 16・平 8 規則 1・平 18 規則 7・一部改正 ) 

(雑則 ) 

第 9 条  この規則に定めるもののほか、議事の手続、その他審議会の運営に関し必

要な事項は、会長が会議にはかつて定める。  

附  則  

1 この規則は、昭和 47 年 9 月 1 日から施行する。  

2 瀬戸市清掃業務審議会規則 (昭和 35 年瀬戸市規則第 1 号 )は、廃止する。  

附  則 (昭和 50 年 3 月 31 日規則第 3 号 ) 

＜省略＞  

附  則 (平成 22 年 9 月 30 日規則第 36 号 ) 

この規則は、平成 23 年 10 月 1 日から施行する。  
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６ 瀬戸市ポイ捨て及びふん害の防止に関する条例 

平成12年6月30日 

条例第27号 

 

(目的) 

第1条 この条例は、ポイ捨てによる空き缶等の散乱及びふん害の防止について必要な事項を定め

ることにより、都市環境の美化を図り、もつて市民の快適な生活の確保に寄与することを目的と

する。 

(定義) 

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところに

よる。 

(1) 空き缶等 空き缶、空き瓶その他の飲食物を収納していた容器、たばこの吸い殻、包装紙、

印刷物その他これらに類する物で、捨てられることによつて散乱の原因となるものをいう。 

(2) ポイ捨て 空き缶等をみだりに捨てることをいう。 

(3) 飼い犬等 飼養管理されている犬及び猫をいう。 

(4) ふん害 飼い犬等のふんにより道路、広場、公園、河川その他公共の場所(以下「公共の場

所」という。)及び他人の土地を汚すことをいう。 

(5) 市民等 市内に居住し、勤務し、在学し、若しくは滞在し、又は市内を通過する者をいう。 

(6) 事業者 事業活動を行うすべての者をいう。 

(7) 所有者等 土地の所有者、占有者及び管理者をいう。 

(8) 飼い主 飼い犬等の所有者(所有者以外の者が飼養管理する場合は、その者を含む。)をい

う。 

(市民等の責務) 

第3条 市民等は、自主的に清掃活動を行う等により地域環境の美化に努めるとともに、市が実施

するポイ捨てによる空き缶等の散乱及びふん害の防止に関する施策に協力するものとする。 

2 市民等は、家庭外で自ら生じさせた空き缶等を持ち帰り、又は回収容器(空き缶等を回収するた

めの容器をいう。以下同じ。)に収納することにより空き缶等を散乱させないようにするものと

する。 

(事業者の責務) 

第4条 事業者は、事業所及びその周辺その他事業活動を行う地域において、清掃活動に努めると

ともに、市が実施するポイ捨てによる空き缶等の散乱及びふん害の防止に関する施策に協力する

ものとする。 

2 空き缶等の製造、加工、販売等を行う者は、ポイ捨て防止についての消費者に対する意識の啓

発及び再資源化について必要な措置を講ずるものとする。 

(所有者等の責務) 

第5条 所有者等は、その所有し、占有し、又は管理する土地の清掃活動に努めるとともに、市が

実施するポイ捨てによる空き缶等の散乱及びふん害の防止に関する施策に協力するものとする。 
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(飼い主の責務) 

第6条 飼い主は、市民の良好な生活環境が損なわれないようふん害の防止に努めるとともに、市

が実施するふん害の防止に関する施策に協力するものとする。 

2 飼い主は、飼い犬等を連れ出すときは、ふんを処理するための用具を携行し、飼い犬等がふん

をしたときは、直ちに回収しなければならない。 

(市の責務) 

第7条 市は、ポイ捨てによる空き缶等の散乱及びふん害の防止に関する必要な施策を策定し、及

びこれを実施するものとする。 

2 市は、前項の施策の実施に当たつては、関係機関等と連携して行うものとする。 

(印刷物等の回収及び処理) 

第8条 公共の場所において、印刷物その他のもの(以下「印刷物等」という。)を配布した者は、

その配布した場所の周辺に当該印刷物等が散乱した場合は、速やかにこれを回収し、適正に処理

しなければならない。 

(回収容器の設置及び管理) 

第9条 自動販売機により飲食物を販売する者は、その販売する場所に回収容器を設置し、これを

適正に管理しなければならない。 

(指導及び助言) 

第10条 市長は、市民等、事業者、所有者等及び飼い主に対し、空き缶等の散乱及びふん害を防止

する上で必要な指導及び助言を行うことができる。 

(勧告、命令及び公表) 

第11条 市長は、第6条第2項、第8条及び第9条の規定に違反した者に対し、ポイ捨てによる空き缶

等の散乱及びふん害を防止するための必要な措置を講じるよう勧告することができる。 

2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなくその勧告に従わないときは、

期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 

3 市長は、前項の規定による命令を受けた者が、その命令に従わないときは、当該命令に従わな

い者の氏名及び住所並びに当該命令の内容及び当該命令に従わない旨を公表することができる。 

(空き缶等散乱防止協定) 

第12条 市長は、空き缶等の散乱を防止するために必要があると認めるときは、事業者に対し、次

に掲げる事項について空き缶等散乱防止協定の締結を求めることができる。 

(1) ポイ捨て防止についての啓発に関する事項 

(2) 空き缶等の散乱防止のための清掃に関する事項 

(3) その他空き缶等の散乱防止に関し必要な事項 

(協力要請) 

第13条 市長は、空き缶等の散乱及びふん害の防止のために、市民等、事業者、関係団体及び関係

機関に対し、次に掲げる事項の実施について協力を求めることができる。 

(1) 市民等、事業者、所有者等及び飼い主に対する指導及び助言に関する事項 

(2) 市民等、事業者、所有者等及び飼い主に対する啓発に関する事項 
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(3) その他空き缶等の散乱及びふん害の防止に関し必要な事項 

 

(空き缶等散乱及びふん害防止市民行動の日) 

第14条 市長は、ポイ捨てによる空き缶等の散乱及びふん害の防止について市民等及び事業者の関

心と理解を深めるため、空き缶等散乱及びふん害防止市民行動の日を設けることができる。 

 

(空き缶等散乱及びふん害防止重点地域) 

第15条 市長は、特に空き缶等の散乱及びふん害を防止し、環境の美化を推進する必要があると認

める地域を空き缶等散乱及びふん害防止重点地域(以下「重点地域」という。)として指定するこ

とができる。 

2 市長は、重点地域を指定したときは、その旨及びその区域を告示するものとする。 

3 市長は、必要があると認めるときは、重点地域の指定を変更し、又は解除することができる。 

4 第2項の規定は、前項の規定により重点地域の指定を変更し、又は解除する場合について準用す

る。 

 

(顕彰) 

第16条 市長は、空き缶等の散乱及びふん害の防止に関して著しい功績のあつた者に対し、顕彰す

ることができる。 

 

(委任) 

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

附 則 

この条例は、平成12年10月1日から施行する。 
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７ 瀬戸市ポイ捨て及びふん害の防止に関する条例施行規則 

平成12年9月29日 

規則第27号 

 

(趣旨) 

第1条 この規則は、瀬戸市ポイ捨て及びふん害の防止に関する条例(平成12年瀬戸市条例第27号。

以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

(回収容器) 

第2条 条例第9条の規定により設置する回収容器は、次に掲げる要件を備えたものとする。 

(1) 材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものであること。 

(2) 容積は、30リットル以上であること。 

2 回収容器は、自動販売機の設置場所から5メートル以内で、空き容器の回収に支障のない位置に

設置しなければならない。ただし、市長が適当と認める位置に設置する場合は、この限りでない。 

 

(公表) 

第3条 条例第11条第3項の規定による公表は、瀬戸市公告式条例(昭和36年瀬戸市条例第6号)第2条

第2項に規定する掲示場に掲示することにより行うものとする。 

 

(委任) 

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。 

 

附 則 

この規則は、平成12年10月1日から施行する。 
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８  瀬戸市資源リサイクルセンター条例  

平成 15 年 7 月 10 日  

条例第 31号 

(趣旨 ) 

第 1 条  この条例は、地方自治法 (昭和 22 年法律第 67 号 )第 244 条の 2 第 1 項の規

定に基づき、瀬戸市資源リサイクルセンター (以下「センター」という。 )の設置

及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。  

(設置 ) 

第 2 条  市民の環境への関心を高めるとともに、ごみの減量及び資源化を推進する

ため、センターを設置する。  

(名称及び位置 ) 

第 3 条  センターの名称及び位置は、次のとおりとする。  

(1) 名称  瀬戸市資源リサイクルセンター  

(2) 位置  瀬戸市東吉田町 2 番地の 1 

(利用の制限 ) 

第 4 条  市長は、センターの利用者又はセンターを利用しようとする者が、次の各

号のいずれかに該当するときは、その利用を禁止し、又は制限することができる。  

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。  

(2) 施設、備品等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。  

(3) その他センターの管理上支障があると認めるとき。  

(損害賠償の義務 ) 

第 5 条  利用者は、故意又は過失によりセンター内の施設、備品等を損傷し、又は

滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長において損

害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。  

(委任 ) 

第 6 条  この条例に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項

は、規則で定める。  

附  則  

この条例は、平成 15 年 8 月 1 日から施行する。  
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９  瀬戸市資源リサイクルセンター条例施行規則  

平成 15 年 7 月 31 日  

規則第 29 号  

(趣旨 ) 

第 1 条  この規則は、瀬戸市資源リサイクルセンター条例 (平成 15 年瀬戸市条例第

31 号 )の施行に関し必要な事項を定めるものとする。  

(開館時間 ) 

第 2 条  瀬戸市資源リサイクルセンター (以下「センター」という。)の開館時間は、

午前 9 時から午後 5 時までとする。  

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、開館時間を

変更することができる。  

(休館日 ) 

第 3 条  センターの休館日は、次のとおりとする。  

(1) 月曜日 (この日が国民の祝日に関する法律 (昭和 23年法律第 178号 )に規定する

休日となるときは、その翌日以後において、その日に最も近い日で同法に規定す

る休日でない日とする。 ) 

(2) 1 月 1 日から同月 3 日まで及び 12 月 31 日  

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、休館日を変

更し、又は臨時に休館することができる。  

(利用者の遵守事項 ) 

第 4 条  センターを利用する者 (以下「利用者」という。 )は、次に掲げる事項を守

らなければならない。  

(1) 所定の場所以外の場所において喫煙し、又は火気を使用しないこと。  

(2) 市長の承認を得ないで印刷物等を掲示し、又は配布しないこと。  

(3) 他人に危害を加え、又は迷惑となる物品を携帯しないこと。  

(4) 市長の承認を得ないで物品を展示し、若しくは販売し、又は寄附金その他これ

に類するものの募集行為をしないこと。  

(5) その他市長の指示すること。  

(損傷等の届出 ) 

第 5 条  利用者は、施設、備品等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに市長に届

出をし、必要な指示を受けなければならない。  

(委任 ) 

第 6 条  この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。  

附  則  

この規則は、平成 15 年 8 月 1 日から施行する。  
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１０ 瀬戸市ふれあい収集実施要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、家庭から排出されるごみや資源物（以下｢ごみ等｣という。）を所定の集積場

まで持ち出すことが困難な高齢者や障害者等を支援するため、玄関先でごみ等を収集する｢ふれ

あい収集｣について、必要な事項を定めることを目的とする。 

（利用の対象） 

第２条 ふれあい収集は、次のいずれかに該当し、かつ、親族や近隣在住者等の協力を得ることが

困難である者を対象とする。 

(1) 高齢者 

ア 一人暮らしの６５才以上の者で、要介護認定者等独力でごみ等の排出が困難と認められる

場合 

イ 同居者を有する場合についても、同居者が高齢者または障害者で、同様にごみ等を所定の

集積場まで持ち出すことができない場合 

(2) 障害者 

ア 一人暮らしの障害者で、独力でごみ等の排出が困難な場合 

イ 同居者を有する場合についても、同居者が高齢者または障害者で、同様にごみ等を所定の

集積場まで持ち出すことができない場合 

(3) その他 

市長が特に必要と認めた場合 

（利用の申込） 

第３条 ふれあい収集の利用を希望する者は、次により申し込むものとする。 

(1) 申込先 

瀬戸市資源リサイクルセンター 

(2) 申込者 

ふれあい収集を利用する者（以下「利用者」という。）のほか、親族又は介護に関わる者等

（以下「関係者」という。）とする。 

(3) 申込方法 

申込者は、ファクシミリ、郵便等任意の方法により、ふれあい収集申込書（第１号様式）

を市長に提出する。 

（受付及び審査） 

第４条 市長は、ふれあい収集の申し込みがあったときは、次の手順で受付、訪問調査、審査及び

可否の決定を行う。 

 (1) 受付 

提出されたふれあい収集申込書（第１号様式）の内容を確認し受付を行う。 

  (2) 訪問調査 

前号の受付の後、ふれあい収集を希望する世帯を訪問し、聞き取り等により状況の調査を
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行い、その結果をふれあい収集調査票（第２号様式）に記録する。 

 (3) 審査及び利用の可否の決定 

前号の訪問調査の結果に基づき審査し、ふれあい収集の利用の可否を決定する。 

ただし、審査にあたって必要な場合は、関係機関と協議するものとする。 

（決定通知） 

第５条 市長は、前条により利用の可否を決定したときは、ふれあい収集決定通知書（第３号様式）

により、申込者に通知するものとする。 

（排出、収集方法等） 

第６条 ふれあい収集で対象とするごみ等の排出及び収集方法は次のとおりとする。 

(1) 利用者は、ごみ等を市が定める分別方法に従い排出するものとする。 

(2) 利用者は、戸建住宅・集合住宅を問わず、原則として玄関先等に排出するものとする。 

(3) 市は、収集作業上、困難な場合は、利用者と協議の上、別に排出及び収集方法を決定する。 

２ 前項の排出、収集方法等については、利用者及び関係者に十分に説明するものとする。 

（収集できないもの） 

第７条 次のごみ等はふれあい収集の対象外とする。 

(1) 市が定める収集できないごみ 

(2) 事業活動に伴って排出されたごみ 

(3) 有償により実施された造園業者等による庭木の伐採や、建築業者等による取り外しや解体

等に伴って排出されたごみ 

(4) 玄関等、通常の出入り口から排出が困難な粗大ごみ 

（関係機関等への情報提供） 

第８条 市は、ふれあい収集の際に、ごみ等が一定期間排出されていないことが判明した場合は、

利用者及び関係者に連絡を取り状況の確認に努めるとともに、関係機関に情報の提供を行う。 

（変更等の届出） 

第９条 利用者または関係者は、住所等の変更、入院等による収集の一時停止または収集の中止を

するときは、速やかにふれあい収集変更・一時停止・中止届（第４号様式）を市長に提出しなけ

ればならない。 

（収集の変更） 

第１０条 市長は、前条の変更届があったときは、速やかに状況を調査し、継続の可否を決定する。 

２ 市は、住所等の変更後も継続して収集する場合は、利用者及び関係者に変更後の排出方法等を

十分に説明するものとする。 

（収集の一時停止） 

第１１条 市は、第９条により一時停止の届出があったときは、届出の期間、収集を一時停止する。 

（収集の中止） 

第１２条 市は、次の場合は、ふれあい収集を中止する。 

(1) 利用者または関係者から第９条による中止の届出があった場合 

(2) 第２条に定める利用の対象に該当しないことが明らかになった場合 
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２ 市長は、前項第２号により中止する場合は、必要に応じ状況を調査の上、直ちに利用者または

関係者に ふれあい収集中止決定通知書（第５号様式）により通知するものとする。 

（委任） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。 

 

附 則 

この要綱は平成１７年４月１日から施行する。 

＜省略＞ 

附 則 

この要綱は平成２８年４月１日から施行する。 
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１１ 瀬戸市ごみ減量活動奨励金交付要綱 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、自主的に資源物の回収活動をする団体（以下「回収団体」という。）に対し、

奨励金を交付することにより、紙類等資源物の集団回収活動を促進し、ごみの資源化及び減量を

図ることを目的とする。 

（交付対象） 

第２条 奨励金の交付対象となる回収団体は、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

⑴ 市民が主体となり活動する団体であること。 

⑵ 市内に活動拠点をもつ団体であること。 

⑶ 営利を目的としない団体であること。 

（対象品目） 

第３条 奨励金の交付対象となる資源物（以下「資源物」という。）の品目は紙類、古布、アルミ

缶及びスチール缶とする。 

（交付条件及び交付額） 

第４条 市長は、回収団体がその活動として資源物を１トン以上回収した場合（回収団体が自ら運

営する資源回収ボックスにより回収した場合を含む。）、当該回収した資源物の総重量（１００キ

ログラム未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げる。以下同じ。）に１００キログラム

当たり４００円を乗じた額を奨励金として交付するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長は、回収団体が自ら資源物を各戸から回収した場合は、同項の

規定により算出した額に、当該回収した資源物の総重量に１００キログラム当たり２００円を乗

じた額を加えた額を奨励金として交付するものとする。 

３ 奨励金の上限は、１団体につき市の会計年度内において２０万円とする。 

（交付申請）  

第５条 奨励金の交付を受けようとする回収団体は、資源物の回収活動を行った年度内に瀬戸市ご

み減量活動奨励金交付申請書（様式第１号）に、計量伝票、資源物回収内訳書（様式第２号）及

び活動内容が記載された書面を添えて、市長に申請しなければならない。 

２ 前条第２項の規定により回収団体が各戸から自ら回収した場合は、前項に規定する書類のほか、

自ら回収したときの写真を添えて申請しなければならない。 

３ 第１項の申請は、１０月及び３月の年２回とし、その申請の期限は市長が別に定める。 

（交付決定及び通知） 

第６条 市長は、前条の規定により申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、

予算の範囲内において交付の決定をし、瀬戸市ごみ減量活動奨励金交付決定通知書(様式第３号)

により通知するものとする。 

(請求)  

第７条 前条の規定により交付決定を受けた回収団体は、速やかに瀬戸市ごみ減量活動奨励金請求

書(様式第４号)を市長に提出するものとする。 
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２ 市長は、前項の請求に基づき奨励金を交付するものとする。 

（検査及び返還等） 

第８条 市長は、奨励金の交付について、回収団体に対し、必要に応じ報告を求め、又は検査をす

るものとする。 

２ 市長は、回収団体が不正な手段により奨励金の交付を受けたことが判明したときは、奨励金の

返還を求めるものとする。 

 （雑則） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、奨励金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定めるもの

とする。 

  附 則 

  この要綱は、平成３年４月１日から施行する。 

  ＜省略＞ 

    附 則 

  この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 
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１２ 瀬戸市ごみ集積場整備に係る補助金交付要綱 

 （目的）                                    

 第１条 この要綱は、街の美化、環境衛生の高揚及び収集効率の向上を図るため、ごみ集積場の   

  整備を促進することを目的とする。                                                        

 （補助対象）                                  

 第 2条 自治会等が場所を確保し、維持管理を行い又は行おうとする次に掲げるごみ集積場とす

る。                              

   (1) 可燃物                                 

   (2) 不燃物                                 

   (3) 資源物                                 

   (4) 粗大ごみ（集合住宅のみ。）                                                               

 （補助金の限度）                                

 第 3 条 市長は、ごみ集積場の整備に要する資材費として、集積場１か所につき 40,000 円を超

えない範囲内で補助金を交付する。                                                   

 （補助金交付申請）                               

 第 4条 補助金の交付を受けようとするものは、あらかじめ補助金交付申請書（様式第 1号）を

市長に提出しなければならない。                                                       

 （補助の決定）                                 

 第 5条 市長は、前条の申請書を受理した時は、その内容を審査し、適当と認めたときは申請者  

  に対し、補助の決定をした旨通知するものとする。          

   なお、この場合において、市長は条件を付することができる。                                              

 （整備完了報告）                                

 第 6条 前条により補助の決定を受けた自治会等は、その事業が完了次第、速やかに市長に対し、

完了報告書（様式第 2号）を提出しなければならないものとする。                                       

 （補助金の交付）                                

 第 7条 補助金は、整備完了後交付するものとする。                

  なお、補助金を交付された申請者は、受領書（様式第 3号）を市長に提出するものとする。                                                                    

 （適用除外）                                  

 第 8条 瀬戸市宅地開発等に関する指導要綱第 31条により設置するものは、この要綱 

  を適用しない。                                                                   

 （雑則）                                    

 第 9条 この要綱に定めのない事項については、市長が定めるものとする。                                           

  附 則 

  この要綱は、昭和 57年 4月 1日から施行する。 

＜省略＞     

  附 則                                    

  この要綱は、平成 9年 4月 1日から施行する。  
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１３ 瀬戸市指定ごみ袋取扱い要綱（令和５年４月１日現在） 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、瀬戸市が指定するごみ袋（以下「指定袋」という。）の取扱いにつ 

いて、必要な事項を定めるものとする。 

（指定袋の規格） 

第２条 指定袋の規格は、別表第１のとおりとする。 

２  複数の指定袋を１組としたものを製造する場合は、指定袋を包装用の外袋に入れるものとし、

当該外袋の規格は別表第２のとおりとする。 

（指定袋の製造の認定） 

第３条 指定袋を製造しようとする者（以下「申請者」という。）は、瀬戸市指定ごみ袋製造認定

申請書（第１号様式）を市長に提出し、指定袋の製造の認定（以下「認定」という。）を受けなけ

ればならない。 

２ 市長は、前項の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、前条の規格に適合する指定袋及

び外袋を製造することができると認めたときは、当該申請書を提出した者に瀬戸市指定ごみ袋製造

認定通知書（第２号様式）を交付するものとする。 

３ 前項の規定にかかわらず、申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当する場合は認定を

しない。 

⑴ 次に掲げるいずれかの法人 

  ア 暴力団（瀬戸市暴力団排除条例（平成２３年瀬戸市条例第１２号）第２条第１号に規定す

る暴力団をいう。以下同じ。）である者 

  イ 当該法人の役員が暴力団員（瀬戸市暴力団排除条例第２条第２号に規定する暴力団員とい

う。以下同じ。）である者 

  ウ 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者 

⑵  次に掲げるいずれかの個人 

  ア 暴力団員である者 

  イ 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者 

（認定内容の変更） 

第４条 前条第２項の認定通知書の交付を受けた者（以下「認定事業者」という。）は、認定を受

けた後に当該認定の内容から変更が生じた場合は、前条第１項の規定により新たに認定を受けなけ

ればならない。 

２  市長は、指定袋の規格を変更又は廃止する場合は、当該変更又は廃止しようとする日の６月前

までに認定事業者にその旨を通知するものとし、認定事業者は、当該通知をもって当該変更又は廃

止前の認定効力を失うものとする。 

３  前項の場合において、認定事業者に損害が生ずることがあっても、市は、その責めを負わない。 

（認定事業者の責務） 

第５条 認定事業者は、指定袋の製造等に関し良好な品質管理に努めるとともに、数量に不足が生
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じないようにするなど、円滑な流通及び販売に努めなければならない。 

２ 認定事業者は、製造する指定袋が認定内容と異なると市長が認めたときは、認定事業者 

の責任により直ちに回収し、交換等の適正な処置を行うとともに、その他市長の指示に従 

うものとする。 

（認定の取消し） 

第６条 市長は、認定事業者がこの要綱に違反した場合又は認定を続けることが不適当と認 

めた場合は、認定を取り消すことができる。 

２ 前項の場合において、認定事業者に損害が生ずることがあっても、市は、その責めを負わない。 

（販売店の登録） 

第７条 指定袋を販売しようとする者は、瀬戸市指定ごみ袋販売店登録申請書（第３号様式）を市

長に提出しなければならない。 ただし、１０以上の店舗又は事業所で構成する組合等に属する者

にあっては、当該組合等が取りまとめて申請できるものとする。 

２ 市長は、前項の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該申請

書を提出した者に瀬戸市指定ごみ袋販売店登録通知書（第４号様式）を交付するものとする。 

（販売上の注意） 

第８条 前条第２項の登録通知書の交付を受けた者（以下「販売登録店」という。）は、指定袋の

販売の一部又は全部を第三者に委託してはならない。 

２ 販売登録店は、指定袋を販売するに当たり、市民の購入の利便性について十分に考慮するとと

もに、市の指定袋関連施策に協力するものとする。 

（登録の変更・廃止） 

第９条 販売登録店が、店舗の移転又は指定袋の販売の廃止をする場合は、瀬戸市指定ごみ袋販売

店登録変更・廃止届（第５号様式）を市長に提出しなければならない。 

（雑則） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は平成１９年１２月１０日から施行する。ただし、第８条の規定は、平成２０年４月１日

から適用する。 

＜省略＞ 

  附 則 

この要綱は令和４年９月１日から施行する。 

  

別表第１（第２条第１項関係） 

 燃えるごみ指定袋 燃えないごみ指定袋 資源物指定袋 

寸法（mm） 大  縦８５０×横６５０×

厚さ０．０３以上 

小  縦７５０×横５００×

大  縦７５０×横６５０×

厚さ０．０５以上 

 

大 縦８５０×横６５０×

厚さ０．０３以上（平袋タイ

プ） 
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厚さ０．０３以上 

特小 縦５７０×横４５０×

厚さ０．０３以上 

小  縦５７０×横４５０×

厚さ０．０５以上 

大 縦８５０×横４７０／

６５０×厚さ０．０２５以上

（取手付袋タイプ） 

小 縦７５０×横４００／

５００×厚さ０．０２５以上

（取手付袋タイプ） 

容量（ℓ） 大   ４５ 

小   ３０ 

特小 ２０ 

大 ４０ 

 

小 ２０ 

大 ４５ 

 

小 ３０ 

材質 低密度ポリエチレン 

活性フェロキサイド含有 

低密度ポリエチレン 低密度ポリエチレン 

活性フェロキサイド含有 

色 半透明・黄色 

※重金属等有害物質を含む

顔料等を使用しないこと。 

半透明・桃色 

※重金属等有害物質を含む

顔料等を使用しないこと。 

半透明・白色 

※重金属等有害物質を含む

顔料等を使用しないこと。 

表記事項 必要記載事項は別図第１の

とおりとし、文字は青色 

必要記載事項は別図第２の

とおりとし、文字は緑色 

必要記載事項は別図第３の

とおりとし、文字は緑色 

 

別表第２（第２条第２項関係） 

 燃えるごみ外袋 燃えないごみ外袋 資源物外袋 

寸法（mm） 縦４００×横２６０ 縦３６０×横２４０ 縦４００×横２６０（平袋タ

イプ）縦３１０×横２６０

（取手付袋タイプ） 

材質 ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン 

色 透明・無色 透明・無色 透明・無色 

表記事項 必要記載事項は別図第４の

とおりとし、背景は白色、文

字は黒色とする。 

必要記載事項は別図第５の

とおりとし、背景は白色、文

字は黒色とする。 

必要記載事項は別図第６（平

袋タイプ）、別図第７（取手

付袋タイプ）のとおりとし、

背景は白色、文字は黒色とす

る。 
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１４ 瀬戸市粗大ごみ処理券の取扱いに関する要綱 

 

第 1章 総則 

（趣旨） 

第 1条 この要綱は、瀬戸市廃棄物の処理及び清掃に関する条例（昭和 47年 3月 31日条例第 9号、

以下「条例」という。）第 8 条及び瀬戸市廃棄物の処理及び清掃に関する規則（昭和 47 年 6 月 2

日規則第 15号、以下「規則」という。）第 19条に規定する粗大ごみ処理手数料（以下、「処理手

数料」という。）を徴収するために用いる「粗大ごみ処理券」（様式第 1 号。以下、「処理券」と

いう。）に関し、必要な事項を定める。 

（用語の定義） 

第 2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（1）取扱店 実際に処理券を取り扱う店舗のことをいう。スーパーマーケット、コンビニエンス

ストア、ドラッグストア、ホームセンター及びその他小売店がこれに当たる。 

（2）受託事業者 粗大ごみ有料化事業の円滑な遂行のため、処理券の保管、受注、配送、流通管

理及び処理手数料の収納に係る業務一式を市から委託を受けた業者のことをいう。 

 

第 2章 取扱店 

（取扱店の業務内容） 

第 3条 取扱店の業務内容としては、受託事業者と取り交わした契約内容に従うものとする。 

（取扱店の資格等） 

第 4条 取扱店の指定を受けることのできる者は、次に掲げる各号に定める事項全てに該当する者

とする。 

（1）市内に店舗を有すること。ただし、市長が市外で処理券を取り扱う必要があると認める場合

はこの限りではない。 

（2）収納業務の履行に関し、適正かつ責任を持って処理することができること 

（3）瀬戸市に納めるべき市税に未納がないこと 

（4）既に市指定ごみ袋を扱っていること 

（取扱店の申請） 

第 5条 取扱店の指定を受けようとする者は、「瀬戸市粗大ごみ処理券取扱店申請書」（様式第 2号）

に次に定める書類を添付して市長に提出しなければならない。 

（1）市税納付状況調査同意書（様式第 2－1号）又は市税に未納がないことを証する書類 

（2）店舗所在地を示す地図 

（3）店舗の外観を示す写真 

（決定通知） 

第 6 条 市長は、前条に規定する申請を適当と認め、取扱店として指定するときは、「瀬戸市粗大

ごみ処理券取扱店決定通知書」（様式第 3 号）により申請者に通知し、その他必要な書類を交付

する。 
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（書類等の交付） 

第 7条 市長は、取扱店に対し収納業務に必要な書類を交付するものとする。 

2 取扱店は、市長が交付する「瀬戸市粗大ごみ処理券取扱店」の標識（様式第 4 号）を市民の見

やすい場所に掲示しなければならない。 

（処理券の発注） 

第 8条 取扱店は、処理券の引き渡しを受けようとするときは、受託事業者に対して、決められた

発注期間に必要数量を発注し、受託事業者は配送の手配を行うものとする。 

（取扱店の変更及び廃止） 

第 9条 取扱店は、申込書の記載内容に変更が生じたときは、速やかに「瀬戸市粗大ごみ処理券取

扱店変更届」（様式第 5号）を市長に提出しなければならない。 

2 廃業等の理由により取扱店を廃止する場合は、速やかに「瀬戸市粗大ごみ処理券取扱店廃止届」

（様式第 6号）を市長に提出しなければならない。 

（指定の解除） 

第 19条 市長は、取扱店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を解除することができる。 

（1）処理券の取扱いに必要な資力及び信用を失ったとき 

（2）この要綱の規定に違反したとき 

（3）前 2号に掲げるもののほか、市長が取扱店として不適当と認めたとき 

2 市長は、前条の規定により指定を解除する場合、解除事由を付して「瀬戸市粗大ごみ処理券取

扱店取消通知書」（様式第 7号）により通知する。 

3 前項の規定により市長が指定を解除した場合、取扱店に損害が生じても、市長は一切その保障

の責めを負わない。 

（手数料の返納） 

第 11条 取扱店は、第 9条の 2の規定に該当する場合のほか、市長が適当と認めたときは、「瀬戸

市ごみ処理手数料還付請求書」（様式第 8 号）を市長に提出し、その保有する処理券を市長に返

還することで、市長は返還を受けた処理券に相当する既納入済の処理手数料から相当分の取扱委

託料を差し引いた上で、取扱店に対し還付するものとする。 

 

第 3章 受託事業者 

（委託業務内容） 

第 12条 受託事業者への委託業務内容としては、次の各号に掲げるものとする。 

（1）処理券の保管業務 

（2）処理券の受注業務 

（3）処理券の配送業務 

（4）処理券の流通管理業務 

（5）処理手数料の収納業務 

（処理券の保管業務） 

第 13条 受託事業者は、盗難防止対策を施した場所に処理券を保管するものとする。 
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（処理券の受注業務） 

第 14 条 受託事業者は、取扱店からの注文に応じて処理券を配送する。取扱店は、受託事業者の

指定する方法により注文するものとする。 

（処理券の配送業務） 

第 15条 受託事業者は、取扱店からの受注内容に応じて、処理券を配送する。 

（処理券の流通管理業務） 

第 16 条 受託事業者は、取扱店の注文状況及び配送状況を取りまとめ、毎月市長に報告しなけれ

ばならない。 

2 受託事業者は、取扱店から処理券の不良品等の苦情があった場合、誠実に対応しなければなら

ない。 

（処理手数料の収納業務） 

第 17条 受託事業者の収納業務内容としては次の各号に掲げるものとする。 

（1）処理手数料の収納業務の取りまとめ 

（2）処理手数料に係る収納情報の取りまとめ及び市長への報告 

（3）前各号に付随するもので、市長、受託事業者が協議して合意した業務 

（収納業務における受託事業者の責任） 

第 18条 受託事業者は、取扱店の業務に関して責任を負うものとする。 

（権利又は義務の譲渡等の禁止） 

第 19 条 受託事業者は、委託契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承し、も

しくは再委託してはならない。 

2 受託事業者が取扱店の業務を実施する場合は、前項に規定する再委託でないものとして取り扱

うものとする。 

（調査） 

第 29条 市長は、受託事業者の委託業務の実施状況について、随時調査することができる。 

2 受託事業者は前項の調査に協力しなければならない。 

（損害の賠償） 

第 21 条 受託事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその損害を被害者に賠償

しなければならない。 

(1) 受託事業者が、委託業務の実施に際し、本市又は第三者に損害を与えたとき 

(2) 前条の規定により契約が解除された場合において、受託事業者が本市に損害を与えたとき 

（事務の引き継ぎ） 

第 22 条 受託事業者は、委託契約が満了したとき、又は前条の規定により契約を解除された場合

は、直ちに収納事務に関する書類等を整理し、市長に引き継がなければならない。 

 

第 4章 処理手数料の減免 

（対象者） 

第 23条 処理手数料の減免に係る対象者は、規則第 11条の規定に該当する者及び世帯とする。 
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（減免の申請手続） 

第 24 条 処理手数料の減免を受けようとする世帯主は、「一般廃棄物処理手数料減免申請書」（規

則第 8号様式）に必要事項を記載し、市長に提出しなければならない。 

2 前項の申請書には減免を受けようとする理由を証する書類等を添付しなければならない。 

（処理券の交付） 

第 25 条 市長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは当該申請

者に対し、「瀬戸市粗大ごみ処理手数料減免決定通知書」（様式第 9号） を交付するものとする。 

2 前条の申請は毎年必要とし、無償で交付する処理券は年間 5枚を上限とする。 

3 市長は、転売等の不正を防止するため処理券を交付後、申請者に対し速やかに氏名を記入させ

ることができる。 

（減免の取り消し及び処理券の返還） 

第 26 条 市長は、手数料の減免を受け処理券を無償で交付を受けた者が、次の各号のいずれかに

該当するとき、減免を取り消し、既に交付した処理券を返還させることができる。 

（1）虚偽の申請又はその他不正な行為により減免を受けていたとき 

（2）交付された処理券を他人に譲渡又は転売したとき 

（3）市外に転出するとき 

（4）減免の事由が消滅したとき 

（5）その他市長が不適当と認めたとき 

（その他） 

第 27条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

 

 附 則 

 この要綱は、平成 23年 7月 1日から実施する。 

 附 則 

 この要綱は、平成 27年 7月 1日から実施する。 
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１５ 瀬戸市一般廃棄物処理業許可審査基準要綱 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号。以下「法」

という。）第７条第１項若しくは同条第６項の規定による一般廃棄物処理業の申請、又は第７条

の２第１項の規定による一般廃棄物処理業の事業の範囲の変更に関し、その許可の審査基準とし

て必要な事項を定めるものとする。 

（申請者の資格） 

第２条 申請者は、法第７条第５項又は第１０項に規定する許可の申請要件に適合するものとする

ほか、次の各号に掲げる要件を満たさなければならない。なお、本市は必要に応じてその状況を

調査できるものとする。 

⑴  事業所としての機能を満たす施設（本店、支店又は営業所等）を瀬戸市、尾張旭市及び長

久手市の内（以下「区域内」という。）に有すること。 

⑵ 納税の義務を果たしていること並びに本市又はその他地方公共団体に納付すべき負担金等

を完納していること。 

⑶ 本市以外で廃棄物処理業を行っている事業者にあっては、その業務を適格に遂行 

していること。 

⑷ 直近２年のいずれの事業年度でも債務超過である場合、直近２年の事業年度の経常利益の平

均が１円以上であること。 

２ 前項の要件を満たしている場合であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、不許可と

する。また、許可後に該当することが判明した場合は、許可を取り消すものとする。 

⑴ 法人等（法人又は団体若しくは個人をいう。以下同じ。）の役員等（法人にあっては非常勤

を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同等の

責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をい

う。以下同じ。）に暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。

以下「暴対法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）と関

係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為を行う者（以下「暴力団関係者」

という。）がいると認められるとき。 

⑵ 暴力団員又は暴力団関係者（以下「暴力団員等」という。）がその法人等の経営又は運営に

実質的に関与していると認められるとき。 

⑶ 法人等の役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若し

くは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしていると認められるとき。 

⑷ 法人等の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運

営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の

維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 

⑸ 法人等の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有し

ていると認められるとき。 
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⑹ 法人等の役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、

これを利用するなどしていると認められるとき。 

 

第２章 収集又は運搬を業とする場合の基準 

（事業の範囲等） 

第３条 事業の範囲は、本市の一般廃棄物処理計画に定める廃棄物の収集又は運搬とする。ただし、

収集した廃棄物の搬入先が尾張東部衛生組合以外である場合にはその運搬先を明らかにするこ

と。 

（施設・車両等） 

第４条 第２条第１号に規定する事業所としての機能を満たす施設とは、事務所、車両の保管場所

及び車両の洗車場所をいい、次に掲げる要件を全て満たすものであること。 

⑴ 事務所は、業務時間中に常時人員が配置され、問い合わせ等に対応できる体制が整っている

こと。 

⑵ 車両の保管場所は、車両を確実に格納できる広さのものであり、かつ、当該土地の所有また

は使用について権限を有し、周辺住民の反対意思がないこと。 

⑶ 車両の洗車場所又は洗車設備は、その周辺や排水の放流先に支障のないものとすること。 

２ 車両は、次に掲げる要件を満たすものであること。 

⑴ 原則として２台以上保有し、本市の許可業務以外には使用しないこと。 

⑵ 原則として塵芥収集車とし、廃棄物の飛散、流出或いは悪臭洩れのない構造で、 

処理施設への搬入に支障がないこと。 

⑶ 車両の側面に本市の許可業務と分かる表記をすること。 

３ 収集運搬は、交通及び作業の安全を確保できる体制で行うこと。 

（積替え及び保管） 

第５条 一般廃棄物の積替え及び保管を行う場合は、法第６条の２第２項等の関係法令を遵守する

ほか、次に掲げる要件を全て満たすものであること。 

⑴ 保管にあたっては、保管されている物が書類により管理されていること。 

⑵ 施設の土地及び建物について所有又は使用の権限を有すること。 

⑶ 施設のほか事業に必要な車両、関係器材等を保有していること。 

⑷ 施設等の設置及び使用に当たっては、周辺住民の反対意思がないこと。 

 

第３章 処分を業とする場合の基準  

（事業の範囲等） 

第６条 事業の範囲は、本市の一般廃棄物処理計画に定める廃棄物の処分とする。 

（施設等） 

第７条 処分を行う施設は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第４条等の関係法令を遵

守するほか、次に掲げる要件を全て満たすものであること。 

⑴ 施設の土地及び建物について所有又は使用の権限を有すること。 
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⑵ 施設のほか事業に必要な車両、関係器材等を保有していること。 

⑶ 施設等の設置及び使用に当たっては周辺住民の反対意思がないこと。 

２ 処分を行う際は、作業等の安全を確保できる体制で行うこと。 

（保管） 

第８条 処分する一般廃棄物を保管する場合は、第５条の要件を全て満たしていること。 

 

第４章 指導等 

（指導等） 

第９条 第２条に係る申請者の資格要件を満たさない場合のほか、不誠実な行為等が行われたとき

は、次に掲げるとおり指導等を行う。ただし、極めて悪質な不正や不誠実な行為等が行われた場

合は、この限りではない。 

⑴ 不誠実な行為等が軽微である場合、口頭指導を行う。 

⑵  不誠実な行為等が行われた場合であって前号による口頭指導によっても改善されない場合

又は第２条に規定する申請者の資格要件を満たさないことが明らかとなった場合、文書による

指導を行う。 

⑶  不誠実な行為等が悪質である場合又は前号による文書指導によっても改善されない場合、文

書による改善命令を行う。 

 

２ 前項第２号及び第３号に該当する事業者は、文書による改善報告を提出するものとする。 

 

第５章 許可期間 

（許可期間） 

第１０条 許可の期間は２年間とする。ただし、新規の許可については当初６月を猶予期間とする。

また、指導等を要する更新許可についても同様に６月の猶予期間を設ける。 

２ 第９条第１項第３号の改善命令によっても改善されない場合又は極めて悪質な不正や不誠実

な行為等が行われた場合は、不許可とする。 

３ 短期間に集中して発生する多量の一般廃棄物の収集運搬については、その内容が明確であり必

要であると認められる場合には、許可期間を限定することができる。 

 

第６章 事業の範囲を変更する場合の基準 

（変更） 

第１１条 事業の範囲を変更する場合は、第３条又は第６条に定める範囲とし、第１条から第８条

までに定める事項に適合すること。 

 

第７章 雑則 

（適用除外） 

第１２条 この要綱施行時において、既に法第７条第１項及び第６項の規定に基づき市の許可を受
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け一般廃棄物の処理を行おうとする者が取り扱いをしない廃棄物に限定し処理を行おうとする

者は、第２条第１号及び第４条第２項第１号については適用しない。 

（委任） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。 

附  則  

この要綱は平成６年１０月１日から施行する。 

＜省略＞ 

この要綱は令和元年９月１日から施行する。 
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１６ 瀬戸市ごみ減量化容器等購入補助金交付要綱 

                                             

 （目的）                                        

第１条 この要綱は、生ごみ処理機を始めとするごみ減量化容器等の購入に要する経費の一部とし

て瀬戸市ごみ減量化容器等購入補助金（以下「補助金」という。）を予算の範囲内において交付す

ることにより、一般家庭から排出される生ごみ（以下「生ごみ」という。）の減量及び再資源化を

図ることを目的とする。    

 （定義）                                   

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

⑴ 生ごみ処理機 生ごみを単に粉砕するだけでなく、加熱、バクテリア等 による分解等の方

法により生ごみの容積を減少させ、又は生ごみを堆肥化させる機能を有するものをいう。 

⑵ 生ごみ発酵用密閉容器 密閉できる容器で、ＥＭぼかし等の生ごみ発酵促進剤を使用して生

ごみの容積を減少させる機能を有するものをいう。 

⑶ 生ごみ堆肥化容器 容器の上部に蓋があり、底部がなく、生ごみの水分が地中に浸透し、生

ごみの堆肥化を促進する機能を有するものをいう。 

⑷ 生ごみ処理機等 生ごみ処理機、生ごみ発酵用密閉容器及び生ごみ堆肥 化容器をいう。 

 （交付対象者等）                                     

第３条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

⑴ 市内に住所を有し、かつ、居住していること。 

⑵ 日本国内を所在地とする販売店から新品の生ごみ処理機等を購入したこと。 

⑶ 購入した生ごみ処理機等を生ごみの減量又は堆肥化のために適切に使用し、かつ、管理でき

ること。 

⑷ 市が実施するごみ減量の取組状況等に係るアンケート調査等に協力できること。 

⑸ 同一世帯において、第６条の規定による申請をしようとする日から遡って、生ごみ処理機に

あっては５年以内、生ごみ発酵用密閉容器及び生ごみ堆肥化容器にあっては３年以内に補助金

の交付を受けていないこと。 

⑹ 市税の滞納がないこと。 

⑺ 瀬戸市暴力団排除条例（平成２３年瀬戸市条例第１２号）に定める暴力団員でないこと又は

同条例に定める暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有していないこと。 

２ 補助金の交付の対象となる生ごみ処理機等の数は、１世帯（一の住居において２世帯以上の世

帯が居住し、生計を一にしている場合は、１世帯とみなす。）につき、次の各号に掲げる生ごみ

処理機等の種類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 

⑴ 生ごみ処理機 １基 

⑵ 生ごみ発酵用密閉容器 ５個まで 

⑶ 生ごみ堆肥化容器 ２基まで   

 （補助対象経費）                                        

第４条 補助金の交付対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、生ごみ処理機等の購
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入に要した費用（消費税及び地方消費税を含む。）とする。 

 （補助金の額）                                     

第５条 補助金の額は、次の各号に掲げる生ごみ処理機等の種類に応じ、当該各号に定めるとおり

とする。ただし、補助金の額に１００円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとす

る。 

⑴ 生ごみ処理機 補助対象経費の２分の１の額とし、１基につき２０,０００円を上限とする。 

⑵ 生ごみ発酵用密閉容器 補助対象経費の２分の１の額とし、１個につき１,０００円を上限

とする。 

⑶ 生ごみ堆肥化容器 補助対象経費の２分の１の額とし、１基につき３,０００円を上限とす

る。 

 （補助金の交付申請手続）                                       

第６条 補助金の交付を受けようとする者は、生ごみ処理機等を購入した後、瀬戸市ごみ減量化容

器等購入補助金交付申請書（第１号様式）に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。 

⑴ 生ごみ処理機等の購入に要した費用を証明する領収書（レシートは不可 

とする。）の写し 

⑵ 市税の滞納がないことを証明する書類 

⑶ 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

２ 前項第２号の書類は、市税納付状況調査同意書（第２号様式）を提出することにより、省略す

ることができる。 

３ 第１項の規定による申請は、購入した日の属する年度の３月３１日までとする。 

 （補助金の交付決定及び通知） 

第７条 市長は、前条第１項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付

の可否を決定し、その額を確定するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により補助金を交付することを決定したときは瀬戸市ごみ減量化容器等購

入補助金交付決定通知書兼確定通知書（第３号様式）により、交付しないことを決定したときは

瀬戸市ごみ減量化容器等購入補助金不交付決定通知書（第４号様式）により、当該申請をした者

に通知するものとする。 

 （補助金の交付） 

第８条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者（以下「受給者」という。）は、瀬戸市

ごみ減量化容器等購入補助金交付決定通知兼確定通知書を受領後、速やかに瀬戸市ごみ減量化容

器等購入補助金請求書（第５号様式。以下「請求書」という。）を提出しなければならない。 

２ 市長は、請求書の提出を受けたときは、受給者に対し補助金を交付するものとする。 

 （交付決定の取消等） 

第９条 市長は、受給者が虚偽の申請その他不正な手段により、補助金の決定又は交付を受けた場

合は、その決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることがで

きる。 

 （委任） 
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第１０条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。 

   附 則 

 この要綱は、令和４年１０月１日から施行し、施行の日以後に購入した生ごみ処理機等の購入に

要した費用に対して適用する。 



2023年度2023年度 ごみ・資源物収集カレンダーごみ・資源物収集カレンダー ご 

み

資
源
物

紙 類・新聞紙
・雑誌類
・紙パック
・ダンボール
・ミックスペーパー

Paper
Papeis
Pape l
纸张类

古布
Old cloth
Tela vieja
Pano velho
旧布类

燃えるごみ
Combustibles
Lixo queimavel
Basura combustible
可燃性垃圾

発火性危険物
Hazardous flammable items
Objetos inflamáveis e perigosos
Elementos peligrosos que pueden inflamarse
易燃易爆性危　物品

びん・缶・ペットボトル
Cans,bottles and plastic bottles
Vidros,latas e garrafas PET
Botellas,latas y botellas plastico PET
瓶、罐、塑料瓶

プラスチック製容器包装
Plastic containers and packages
Recipiente e embalagens de plástico
Recipientes o embalajes de plástico
塑料制品容器或包装

2023年度2023年度 ごみ・資源物収集カレンダーごみ・資源物収集カレンダー ご 

み

資
源
物

紙 類・新聞紙
・雑誌類
・紙パック
・ダンボール
・ミックスペーパー

Paper
Papeis
Pape l
纸张类

古布
Old cloth
Tela vieja
Pano velho
旧布类

燃えるごみ
Combustibles
Lixo queimavel
Basura combustible
可燃性垃圾

発火性危険物
Hazardous flammable items
Objetos inflamáveis e perigosos
Elementos peligrosos que pueden inflamarse
易燃易爆性危　物品

びん・缶・ペットボトル
Cans,bottles and plastic bottles
Vidros,latas e garrafas PET
Botellas,latas y botellas plastico PET
瓶、罐、塑料瓶

プラスチック製容器包装
Plastic containers and packages
Recipiente e embalagens de plástico
Recipientes o embalajes de plástico
塑料制品容器或包装

4月

7月 8月 9月

5月 6月2023年� APRIL�2023

2023年� JULY�2023 2023年� AUGUST�2023 2023年� SEPTEMBER�2023

2023年� MAY�2023 2023年� JUNE�2023

－新しい燃えるごみの指定袋で出してください。－

2023年度2023年度 ごみ・資源物収集カレンダーごみ・資源物収集カレンダー ご 

み

燃えるごみ
Combustibles
Lixo queimavel
Basura combustible
可燃性垃圾9月から8月まで

道　泉

道　泉

×

×

日 SUN 月 MON 火 TUE 水 WED 木 THU 金 FRI 土 SAT

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

日 SUN 月 MON 火 TUE 水 WED 木 THU 金 FRI 土 SAT

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

日 SUN 月 MON 火 TUE 水 WED 木 THU 金 FRI 土 SAT

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

日 SUN 月 MON 火 TUE 水 WED 木 THU 金 FRI 土 SAT

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

日 SUN 月 MON 火 TUE 水 WED 木 THU 金 FRI 土 SAT

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

日 SUN 月 MON 火 TUE 水 WED 木 THU 金 FRI 土 SAT

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

予
約
方
法

予約専用ダイヤル 電話番号：0561-84-5371（月～金 9:00～17:00 ※祝日可）
●燃えないごみ・粗大ごみの収集は事前予約が必要です。
●燃えないごみ・粗大ごみは、土曜日、日曜日、年末年始は収集
しません。

●ごみ処理費用の有料化に伴い、9月からは燃えないごみの指
定袋が変わります。

燃えないごみ・粗大ごみの出し方

聴覚等に障害がある方専用FAX：0561-82-8751

WEB予約フォーム
PC用、携帯電話用ともに
http://www.setogomi.com

（土・日・祝日、24時間可）

予
約
方
法

予約専用ダイヤル 電話番号：0561-84-5371（月～金 9:00～17:00 ※祝日可）
●燃えないごみ・粗大ごみの収集は事前予約が必要です。
●燃えないごみ・粗大ごみは、土曜日、日曜日、年末年始は収集
しません。

●ごみ処理費用の有料化に伴い、9月からは燃えないごみの指
定袋が変わります。

燃えないごみ・粗大ごみの出し方

聴覚等に障害がある方専用FAX：0561-82-8751

WEB予約フォーム
PC用、携帯電話用ともに
http://www.setogomi.com

（土・日・祝日、24時間可）
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2023年度2023年度 ごみ・資源物収集カレンダーごみ・資源物収集カレンダー ご 

み

資
源
物

紙 類・新聞紙
・雑誌類
・紙パック
・ダンボール
・ミックスペーパー

Paper
Papeis
Pape l
纸张类

古布
Old cloth
Tela vieja
Pano velho
旧布类

燃えるごみ
Combustibles
Lixo queimavel
Basura combustible
可燃性垃圾

発火性危険物
Hazardous flammable items
Objetos inflamáveis e perigosos
Elementos peligrosos que pueden inflamarse
易燃易爆性危　物品

びん・缶・ペットボトル
Cans,bottles and plastic bottles
Vidros,latas e garrafas PET
Botellas,latas y botellas plastico PET
瓶、罐、塑料瓶

プラスチック製容器包装
Plastic containers and packages
Recipiente e embalagens de plástico
Recipientes o embalajes de plástico
塑料制品容器或包装

2023年度2023年度 ごみ・資源物収集カレンダーごみ・資源物収集カレンダー ご 

み

資
源
物

紙 類・新聞紙
・雑誌類
・紙パック
・ダンボール
・ミックスペーパー

Paper
Papeis
Pape l
纸张类

古布
Old cloth
Tela vieja
Pano velho
旧布类

燃えるごみ
Combustibles
Lixo queimavel
Basura combustible
可燃性垃圾

発火性危険物
Hazardous flammable items
Objetos inflamáveis e perigosos
Elementos peligrosos que pueden inflamarse
易燃易爆性危　物品

びん・缶・ペットボトル
Cans,bottles and plastic bottles
Vidros,latas e garrafas PET
Botellas,latas y botellas plastico PET
瓶、罐、塑料瓶

プラスチック製容器包装
Plastic containers and packages
Recipiente e embalagens de plástico
Recipientes o embalajes de plástico
塑料制品容器或包装

10月

1月 2月 3月

11月 12月2023年� OCTOBER�2023

2024年� JANUARY�2024 2024年� FEBRUARY�2024 2024年� MARCH�2024

2023年� NOVEMBER�2023 2023年� DECEMBER�2023

－新しい燃えるごみの指定袋で出してください。－

－新しい燃えるごみの指定袋で出してください。－

－新しい燃えるごみの指定袋で出してください。－

－新しい燃えるごみの指定袋で出してください。－

－新しい燃えるごみの指定袋で出してください。－

－新しい燃えるごみの指定袋で出してください。－

道　泉

道　泉

×

日 SUN 月 MON 火 TUE 水 WED 木 THU 金 FRI 土 SAT

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

日 SUN 月 MON 火 TUE 水 WED 木 THU 金 FRI 土 SAT

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

日 SUN 月 MON 火 TUE 水 WED 木 THU 金 FRI 土 SAT

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

×

日 SUN 月 MON 火 TUE 水 WED 木 THU 金 FRI 土 SAT

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29

日 SUN 月 MON 火 TUE 水 WED 木 THU 金 FRI 土 SAT

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

日 SUN 月 MON 火 TUE 水 WED 木 THU 金 FRI 土 SAT

1 2 3 4 5 6

× × ×
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

予
約
方
法

予約専用ダイヤル 電話番号：0561-84-5371（月～金 9:00～17:00 ※祝日可）
●燃えないごみ・粗大ごみの収集は事前予約が必要です。
●燃えないごみ・粗大ごみは、土曜日、日曜日、年末年始は収集
しません。

●ごみ処理費用の有料化に伴い、9月からは燃えないごみの指
定袋が変わります。

燃えないごみ・粗大ごみの出し方

聴覚等に障害がある方専用FAX：0561-82-8751

WEB予約フォーム
PC用、携帯電話用ともに
http://www.setogomi.com

（土・日・祝日、24時間可）

予
約
方
法

予約専用ダイヤル 電話番号：0561-84-5371（月～金 9:00～17:00 ※祝日可）
●燃えないごみ・粗大ごみの収集は事前予約が必要です。
●燃えないごみ・粗大ごみは、土曜日、日曜日、年末年始は収集
しません。

●ごみ処理費用の有料化に伴い、9月からは燃えないごみの指
定袋が変わります。

燃えないごみ・粗大ごみの出し方

聴覚等に障害がある方専用FAX：0561-82-8751

WEB予約フォーム
PC用、携帯電話用ともに
http://www.setogomi.com

（土・日・祝日、24時間可）
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収
集
日
氏
　名

油性のマジックでご氏名の記入をお願いします

ごみ減量イメージキャラクター

瀬 戸 市

燃えないごみ指定袋

燃えるごみ指定袋

瀬 戸 市

資源物指定袋

燃えるごみ指定袋

瀬 戸 市

古布 古布

収
集
日
氏
　名

油性のマジックでご氏名の記入をお願いします

ごみ減量イメージキャラクター

瀬 戸 市

燃えないごみ指定袋

1ｍ以内
太さ10cm以内

受付センター

スーパーマーケット

お菓子

資源物指定袋

発火性
危険物
コンテナ

ニカド電池 ニッケル水素電池 リチウムイオン電池

●飲食品用の缶。

●　　　　　　のあるもの。

瀬戸市ごみ減量
イメージキャラクター

ごみ・資源物の出し方ごみ・資源物の出し方ごみ・資源物の出し方ごみ・資源物の出し方ごみ・資源物の出し方ごみ・資源物の出し方ごみ・資源物の出し方ごみ・資源物の出し方ごみ・資源物の出し方ごみ・資源物の出し方ごみ・資源物の出し方ごみ・資源物の出し方ごみ・資源物の出し方ごみ・資源物の出し方ごみ・資源物の出し方ごみ・資源物の出し方ごみ・資源物の出し方ごみ・資源物の出し方ごみ・資源物の出し方ごみ・資源物の出し方ごみ・資源物の出し方ごみ・資源物の出し方ごみ・資源物の出し方ごみ・資源物の出し方ごみ・資源物の出し方ごみ・資源物の出し方ごみ・資源物の出し方ごみ・資源物の出し方ごみ・資源物の出し方ごみ・資源物の出し方ごみ・資源物の出し方ごみ・資源物の出し方ごみ・資源物の出し方
①ごみ・資源物は収集日の当日（朝8:30まで）に正しく分別して出してください。
②他地区へごみを出さないでください。 ③事業所・店舗から出るごみは出すことができません。 

注意：一度に多量に出さないでください。

在宅医療廃棄物

袋に入れずに出せるもの（下記品目に限る）

在宅医療廃棄物は、完全に中身を捨てポリ袋など
に入れてください（プラマークが付いていても
燃えるごみとして出してください）。
ペン型自己注射針は、キャップを必ず付けて
出してください。

予
約
方
法

収
集
ま
で
の
流
れ

予約専用ダイヤル

WEB予約フォーム

電話：0561-８４-５３７１（月～金9:00～17:00 ※祝日可）

PC用、携帯電話用ともに http://www.setogomi.com
●月曜日、火曜日、年末は電話がつながりにくい状況です。WEB予約フォームの利用にご協力ください。

●収集日のメール（info＠setogomi.com）が受け取れる状態にしておいてください。
●聴覚等に障害がある方専用FAX：0561-82-8751

１ 申し込み（予約） ２ 粗大ごみ処理券を購入 ３ ごみを出す

電話またはWEBで「予約受付セン
ター」へ申し込んでください。

燃えないごみの場合は不要です。

「粗大ごみ処理券取扱店
（郵便局等）」で購入してください。

「氏名」と「収集日」を記入して収集
日の朝8時30分までに自宅前な
ど、指定の場所に出してください。
※集合住宅の場合は、指定の集積場になります。

スプレー缶
中身を使い切って
出してください

●新聞、折込広告を一
緒に縛る。

●スプレー缶・カセットコンロのガス
缶など

●穴あけは不要です。
　中身のあるものは資源リサイクル
センターへお持込みください。

缶（スチール・アルミ） ペットボトル

PET

●　　　のあるもの。

●つぶして出してください。

び　ん

●剪定した枝のみ直径10cm・長さ1m
以内（竹は50cm以内）に切断して片
手で持てる大きさに縛ってください。

　木のとげなど怪我をする恐れがあるも
のを出す場合には、貼紙をしてくださ
い。

●袋に入らないふとん・じゅうたん・カーペット
（ホットカーペット含む）は1m四方以内にた
たんで縛ってください。

燃
え
な
い
ご
み

粗 

大 

ご 

み

問 い 合 わ せ 先 瀬戸市環境課ごみ減量係　電話 0561-８８-２６７４（予約専用ダイヤルではありません。）

【出し方】
指定袋に入れて口を縛り、地域で定めら
れたごみ置場に出す。

【収集日】
週２回の指定日

【出し方】
予約して、指定の場所（自宅前等で収集車
が進入できる所）に出す。
【燃えないごみ】
•指定袋（ピンク）に入れて、口を縛って出す。
•無料
•1世帯2袋まで
【粗大ごみ】
•粗大ごみ処理券を貼付する。
•粗大ごみ処理券1点につき1枚840円
（消費税増税により、金額変更の可能性あり。）
•1世帯5点まで

【注　意】
•次の予約は、前の予約分が収集された 
翌日からできます。
•燃えるごみ・資源物・スプレー缶・パソコ
ン・裏面「市では収集できないごみ」は出
さないでください。
•フロンガスを使っている家電製品は収集
できません。

ごみ出しルールを守ろう！

収集
できない
もの

●汚れがひどいもの（ペンキの付着など）　●布団　●クッション　●反物　●毛糸玉
●じゅうたん　●裁断くず　●かばん類　●下着
燃えるごみに出してください。

※粗大ごみ処理券1枚で下記の品目
も収集できます。ガムテープやビ
ニールひもを巻きつけ、その上か
ら処理券を貼付するなど、はがれ
ないようにして出してください。

【出し方】
資源物置場に設置される青カゴ（びん）・橙カゴ（缶）・ネット
（ペットボトル）に分別して出す。
【収集日】
　月２回の指定日
【注　意】
中身は洗って出してください。キャップやフタ、ラベルは取り外
し、プラスチック製はプラスチック製容器包装へ、金属製は燃え
ないごみへ。

【出し方】
資源物置場に設置されるコンテ
ナに袋（指定なし）に入れて分別
して出す。

【収集日】
　月２回の指定日
【注　意】
火災の危険がありますので、燃
えないごみでは絶対に出さない
でください。
乾電池は裏面の持込可能施設へ
お持込みください。

【出し方】
　品目ごとにひもなどで縛って資源物置場に出す。

【収集日】
　月２回の指定日

【出し方】
資源物指定袋に入れ「古布」にチェッ
クして出してください。または、透明・
半透明の袋に入れて「古布」と書い
た紙を貼って資源物置場に出す。

【収集日】
　月２回の指定日

●生ごみ、汚れた紙、プラスチック
製品（プラスチック製容器包装は
除く）、ゴム、皮革、草木、おむつ、
クッション、プラスチック製衣装
ケースなどのうち、指定袋に入る
大きさのもの。

加熱式・電子たばこ、充電式シェーバー、モバイルバッテリー、
スマートフォン、タブレット、充電式電池、使用済み使い捨てライター

び
ん
・
缶
・
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル

紙
　
　
類

発
火
性
危
険
物

発
火
性
危
険
物

古
　
　
布

【出し方】
資源物指定袋に入れ「プラスチック製容器
包装」にチェックして資源物置場に出す。

【収集日】
　月２回の指定日
【注　意】
•　  のあるもの。
•中身を使い切り、汚れを取り除いてくだ
さい。洗っても汚れが取れないものは、
燃えるごみで出してください。

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
容
器
包
装

●金属・ガラス（資源物を除く）、陶磁器などの
うち、指定袋に入る大きさのもの（傘、蛍光灯
は袋に入りきらなくても可）。

●指定袋の口が縛れない大きさのもの。

ブロック（4個）・レンガ（10個）・タイル
（おおよそ25ｃｍ四方のもの10個）・
つけもの石（4個）・もの干し台（1セッ
ト）・側溝の蓋（1枚）・かわら（4枚）

ご み な い

●飲食品用のびん。

●ガラス製品・陶磁器
●化粧品・農薬のびん
●一斗缶
●汚れが付着したびん・缶

収集できないもの

燃えないごみに
出してください。

●汚れが付着したペットボトル
燃えるごみに
出してください。

•充電池は火災の危険がありますので、
発火性危険物として出してください。

●衣類、ダウンジャケット・着物、シーツ、毛布、
　カーテン　など。

●ビニールひも　●バケツ・洗面器
●スプーン・フォーク　●ストロー
●CD・ケース　●おもちゃ
●ハンガー　●歯ブラシ

収集できないもの

燃えるごみに出してください。

●中を洗って乾
かし、切り開い
て縛る（中が白
色のものに限
る）。

●ダンボールだけをたた
んで縛る。

カップ・パック類

トレイ類
キャップ・ラベル類

袋・ラップ類

ボトル類

●本・雑誌などを縛る。

雑 誌 類 紙パック

●資源物指定袋に入れ「ミックスペーパー」にチェック
して出してください。または、透明・半透明の袋に入
れて「ミックスペーパー」と書いた紙を貼る、若しく
は紙袋に入れて、ひもで縛って出してください。
●シュレッダーごみは燃えるごみで出してください。

ダンボール

2023年
8月31日までの
2023年
8月31日までの

2023年9月1日からごみ処理費
用有料化制度開始
9月1日以降のごみの出し方に
ついては改めてお知らせします

（24時間受付可）

新 聞 紙

ミックスペーパー

資源物指定袋
ミックスペー パー

燃えるごみ指定袋

瀬 戸 市

ミックスペー パー

※この他の品目は収集できません。
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洋服の
　青山

体育館南

※ボタン電池については、電器店などの回収拠点を活用してください。
※加熱式・電子タバコ、充電式シェーバー、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットに限り市役所1階総合案内前の回収ＢＯＸで
も回収しています。

小型家電品は…

引越し等による、一時的な多量のごみ

ごみ情報サイト・アプリ

瀬戸市一般廃棄物収集運搬業許可業者一覧

バイク

その他収集できないごみ

●燃えないごみ指定袋（40L）に入れて口元が縛れる大きさの
家電製品を持込みできます。（壊れていても、分解しても可）

※個人情報を含む電子機器については、データを消去してから持
込みください。

※家電４品目（エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫・冷温庫、洗濯機・
衣類乾燥機）、木製スピーカー、石油ファンヒーターは持込みで
きません。

●晴丘センターへ直接搬入するか、瀬戸市一般廃棄物収集運搬業許可業者（下表）へ収集を依頼してください。

●料金等は、直接各業者にお問い合わせください。

【持　込　品　目】　燃えるごみ・燃えないごみ・粗大ごみ　※フロンガスを使っている家電製品は持込みできません。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※資源物は持込みできません。
【場　　　　所】　尾張旭市晴丘町東33-1　　【電　話】　54-1643
【持込受付時間】　午前8時30分～午前11時45分　午後1時～午後4時
【休　　業　　日】　土曜日・日曜日・祝日・年末年始
　　　　　　　　年末年始の休みは広報紙、ホームページ（市及び晴丘センター）をご覧ください。
【処　　理　　費】　50kgまで一律1,000円　※50kgを超える場合は、1,000円に10kgにつき200円を加算した額となります。
●ごみの種類によって、降ろす場所が分かれています。燃えるごみ・燃えないごみ・粗大ごみに分けておいてください。
●少量のごみについては、市の収集等をご利用ください。
●ごみ発生場所の確認のため身分証明書等をご提示していただいております。
●申請書の事前記入にご協力いただきますようお願いいたします。※晴丘センターホームページから印刷できます。
●指定袋に入れる必要はありません。また、粗大ごみ処理券を貼る必要はありません。

晴丘センター（尾張東部衛生組合）有料

【持　込　品　目】　紙類（新聞紙・ダンボール・雑誌類・ミックスペーパー・紙パック）、プラスチック製容器包装（白色トレイ・
着色トレイ・発泡スチロール・その他）、びん、缶、スプレー缶、ペットボトル、ペットボトルキャップ、モバイルバッテリー、
電池類（充電池、ボタン電池含む）、古布、植物性油、金属製調理器具、小型家電品（パソコン含む）、カバン、使い捨てライター、
水銀体温計、水銀血圧計、シュレッダーごみ
※燃えるごみ、燃えないごみ、粗大ごみは持込みできません。
【場　　　所】　東吉田町2-1　　【電　話】　21-3196　　【持込受付時間】　午前９時～午後５時
【休　館　日】　月曜日（休日の場合は翌日以降の平日）、12月31日～1月3日

※フロンガスを使っている家電製品は持込みできません。

資源リサイクルセンター 無料

●収集・処理については、販売店・メーカー、瀬戸市一般廃棄物
収集運搬業許可業者（下表）などへお問い合わせください。

●二輪車リサイクルコールセンター
050-3000-0727へお問い合わせください。

㈱岩田清掃
㈱エコロダイワ
ホーメックス㈱
㈱丸周
㈲コスモテクノ

山の田町43-303
尾張旭市大塚町2-7-21
紺屋田町84-5
台六町533
五位塚町11-37

21-0006
052-775-5589
56-6020
84-2325
56-3010

○
○
○
○
○

○
○
○
○
○

○
○
○
○
○

事　業　者　名 住　　　　所 電 話 番 号 可燃 不燃 家電４品目 ●左記以外の項目については下記業者へお問い合わせください。

48-8222
82-0084

事業者名 住　　　　所 電話番号 備 考
㈱宮崎
大橋運輸㈱

穴田町969
西松山町2-260

紙類
引っ越し・遺品整理

●剪定枝の処理
事業者名 住　　　　所 電話番号 備 考

86-8818誠美社工業㈱ 暁町3-91 木くず（草は持込めません）

●ごみ出し通知 スマートフォン用アプリ
　「せとまちナビ」

●ごみ分別辞書
　「へらせっと大辞典」

●有料化に関するページ
「瀬戸市一般廃棄物処理
費用有料化の導入に向
けて」

店舗を活用したごみ減量・資源化
各種情報

各種情報は、瀬戸市ホームページに掲載しています。
●トレイなど資源物の回収ステーションが設置されているスーパー。
●「出張買取」、「宅配買取」ができるリユースショップ。
●買い替え時に、使用済み同一商品の引き取りサービスを行うホームセンター。
●紙類などの資源物を持込める民間の回収ステーション。

オイル・タイヤ・バッテリーなど
太さ（厚さ）10cm以上または、長さ1m以上
のもの（竹は50cm以上）
衛生陶器・石膏ボードなど
ガスボンベ（カセットコンロ以外）・薬品類など
園芸用土・粘土（工作用は除く）など
ペンキ・灯油など

オイルヒーター・ピアノ・焼却灰・
コンクリートがらなど

自動車部品

生木・建材

建築廃材
危　険　物
土　　砂
液　　体

そ　の　他

除湿器・冷風機・除湿機能付き空気清浄機・ウォータ
ーサーバーなど（専門業者にガスを抜いてもらえば可）

フロンガスを
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回収ボックス設置店

Androidをご利用の方iPhoneをご利用の方
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その他持込み施設 小型家電品 乾電池 ボタン電池 水銀体温計・
水銀血圧計

市　役　所

品野・水野・幡山支所

市民サービスセンター
（パルティせと・菱野団地）

瀬戸蔵・文化センター・
図書館・体育館・公民館・
地域交流センター・
市内郵便局

×
× ○ × ○
○ ○ × ○
× ○ × ○

○ ×
※

※

※

※ ×

（正面玄関） （環境課窓口）

家電４品目（エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫・冷温庫、洗濯機・衣類乾燥機）
●買い替える場合は、買い替えをする販売
店に引取りを依頼してください。
●廃棄のみの場合は、①廃棄する品物の
メーカーと大きさを確認して、②郵便局
で家電リサイクル券を購入し、③券を貼
付したうえで右表の指定引取場所へ持
込みください。また、瀬戸市一般廃棄物
収集運搬業許可業者（下表）に収集を依
頼することもできます（有料）。

【指定引取場所】※詳細については直接お問い合わせください。

事業者名 住　　所 電話番号
佐川急便株式会社
豊田営業所 豊田市上丘町大下22 0570-01-0579

西濃運輸株式会社
名古屋東支店

日進市浅田町
美濃輪1-12

春日井市鷹来町
字上東光坊4662-1

052-807-0924

日本通運株式会社
春日井物流センター 0568-86-5737

●消火器は市内の特定窓口に直接持込むか回収
を依頼してください。費用等は特定窓口にお
問い合わせください。
●買い替えの際は販売店で引取りが可能な場合
もあります。
●ゆうパック専用コールセンターでも引取申込できます。 ※要電話申込0120-822-306

消火器 ●市内の特定窓口

瀬戸防災㈲
㈲カシュー工業
サンコ防災㈱
㈱共栄商会

八幡町209番地
高根町三丁目97番地2
ひまわり台五丁目12番地
すみれ台1-70

83-4371
82-1933
48-4731
48-0372

事　業　者　名 住　　　　所 電話番号
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